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このコーナーは、本紙に執筆していただいて

いる各弁護士の方々に、最新の重要法令を専

門的な見地から解説していただくものです。 

 

 
 

「工傷保険条例」の解説 
 
 

今年の４月27日に、「工傷保険条例」が

国務院より公布され、来年（2004年）の１

月１日から施行されることになった。この

条例は、総則、工傷保険基金、工傷認定、

労働能力鑑定、工傷保険待遇、監督管理、

法律責任及び付則の８章、64条から構成さ

れ、工傷の基本的な問題を規定している。 

工傷とは、業務上の原因により、従業員

が事故傷害または職業病を受けたことをい

う1。労働者の工傷に対する補償について、

今まで多くの中央規定、地方規定が制定さ

れていた。 

その主な法規は以下の通りである。 

 

１．労働保険条例及びその実施細則修正草

案 

労働保険条例第12条では、業務上の原因

による傷害廃疾の医療費用は全額企業負担、

且つ医療期間中賃金全額支払と定めている。

                                                        
1 条例第１条：業務上の原因により、事故傷害また

は職業病を受けた従業員が医療救助と経済補償を

受けることを保障し、工傷予防と職業快復を促進

し、雇用単位の工傷リスクを分散させるために、

本条例を制定する。 

実施細則第11条から第15条では、工傷の該

当基準、廃疾程度の判定などを規定してい

る。 

 

２．労働法 

1994年７月５日に公布された「労働法」

第73条では、“労働者が以下の情況におい

て、法により社会保険待遇を受ける：…（三）

業務による傷害廃疾または職業病”という

基本規定を設けた。市場経済の導入に伴い、

工傷に対する補償は、それまでの企業全額

負担から社会保険の一環として創設するこ

とを示した。 

 

３．企業従業員工傷保険試行弁法 

1996年８月12日に公布された「企業従業

員工傷保険試行弁法」は、労働法の原則規

定に基づいて、具体的に工傷の該当基準と

認定、工傷判定、工傷待遇を定め、工傷保

険基金の創設及び基本内容を規定している。 

 しかし、「企業従業員工傷保険試行弁法」

施行された後、工傷保険基金の設立が遅れ、

事実上多くの地方では、法規の前半部分（工
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傷の該当基準と認定、工傷判定、工傷待遇）

のみ適用され、労働者の賃金待遇は依然企

業負担のままである。今回の新条例は労働

部規章から国務院行政法規に昇格され、工

傷保険基金設立が本格的に開始されると思

われる。 

 以下、新条例の内容を紹介する。 

 

一、工傷保険について 

１．適用範囲 

まず、雇用側の範囲は中国国内の各類企

業2と被用者を雇っている個体工商戸とさ

れている（以下雇用単位という）。これら

の雇用者は工傷保険の加入に義務つけられ、

全従業員または被用者のために工傷保険費

用を納付しなければならない（第２条）。

「企業従業員工傷保険試行弁法」（以下試

行弁法という）の適用対象である「企業」

より広くしている3。さらに、違法に雇用さ

れる労働者の工傷待遇を受ける権利を確保

するために、2003年９月23日に、労働と社

会保障部から「違法雇用単位死亡人員一括

賠償弁法」を公布し、営業許可証がない単

位、或いは営業許可証が取り消された単位、

童工を使用している単位に対し、死亡した

従業員の直系親族に一括賠償責任を課して

いる。なお、国外に派遣されている労働者

について、派遣先国の工傷保険に加入でき

る場合、その保険に加入し、その場合、国

                                                        
2 国営企業、集体所有制企業、私営企業、外商投資

企業の全てを含むとされる。また、股分有限公司、

有限責任公司、個人独資企業、組合企業などの全

企業形態を含む。 
3 この範囲は養老保険、失業保険と基本医療保険の

範囲よりも広い、今後前記三種の保険の適用範囲

も広くなる方向であると思われる。 

内の工傷保険関係は一旦中止する。加入で

きない場合、国内工傷保険関係は中止しな

い（第42条）。 

 

２．工傷保険費用納付義務者 

雇用単位のみである。労働者個人は納付

する必要がない（第10条）。雇用単位は工

傷保険加入情況を単位内において公示しな

ければならない（第４条）。 

 

３．工傷保険基金の財源 

雇用単位が納付した保険費用、保険基金

の利息及び法により納入されたこの他の資

金（公的資金と思われる）から構成される

（第７条）。 

 

４．保険費用の計算 

雇用単位が納付する工傷保険費用の金額

は、当該単位の従業員賃金総額4かける費用

率となる。費用率は現段階ではまだ公表さ

れていない。工傷保険の費用率は工傷保険

金の使用状況、工傷事故の発生率に基づい

て業種別に設けられる。さらに、業種内に

おいても若干費用ランクが設けられ、それ

ぞれの企業の保険金使用状況、工傷発生率

により、当該企業の費用率が確定される（第

８条）。 

 

二、工傷認定について 

１．工傷の認定基準 

新条例では、工傷を工傷（第14条）、見

なし工傷（第15条）の二種類に分けている。

                                                        
4 雇用単位より当該単位の全従業員に支払われた

労働報酬の総額。 
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具体的に工傷と認定されるのは、①業務時

間と業務場所内において、業務原因による

事故被害、②業務時間の前後に、業務場所

において、業務と関係する準備的、後片付

け的業務に従事している時に受けた事故傷

害、③業務時間と業務場所内において、業

務責任を履行するために受けた暴力などの

傷害、④職業病、⑤業務上の原因で外出し

ている時間中、業務上の原因により傷害を

受け、または事故が発生し、行方不明にな

った場合、⑥通勤途中、自動車事故による

傷害を受けた場合、⑦法律、行政法規の規

定により認定されるべきその他の工傷、で

ある。見なし工傷について、①業務時間と

業務場所内において、突発疾病により死亡

し、或いは48時間以内に救助無効で死亡し

た場合、②災害救助などの国家、公共利益

を保護する活動において傷害を受けた場合、

③労働者が以前軍隊服役、戦争または公的

原因により廃疾し、革命廃疾軍人証書を取

得し、雇用単位において古いけがが再発し

た場合、とされている。新条例の認定基準

と試行弁法と比べると、①準備的、後片付

け的業務中における事故、②自動車事故に

おいて、通勤の規定時間と必要路線、道路

交通事故の三つの要件が削除された、③除

外事項は減少された5。 

 

２．工傷認定と申請 

工傷保険金を受領するために、工傷認定手

                                                        
5 試行弁法では、“犯罪と違法”が除外事項である

が、新条例は“犯罪と治安管理に違反”に変更、

治安管理法規に違反するのみ除外することになる。

“喧嘩による場合”は削除された。“飲酒”を“酔

っぱらい”に変更され、範囲が狭くなる。 

続きを行う必要がある。労働行政管理部門

は工傷認定申請を受けた後、事実を調査確

認することができる（第19条）。 

認定申請者は雇用単位であるが（工傷発

生日または職業病と診断された日から30日

以内）、雇用単位が認定申請しない場合、

労働者本人或いはその直系親族、組合が申

請できる（工傷発生日または職業病と診断

された日から１年以内）（第17条）。ただ

し、雇用単位が上記30日以内に従わず、工

傷認定申請を遅延した場合、遅延期間内の

工傷待遇費用は当該単位の負担になる（第

17条４項）。 

工傷認定申請時に、①工傷認定申請表（事

故発生時間、場所、原因及び傷害程度を記

入）、②労働関係を有することを証明する

資料、③医療診断証明または職業病診断証

明、を提出しなければならない。 

 

三、工傷保険待遇 

工傷を治療するために必要な費用は、工

傷保険診療項目目録、工傷保険薬品目録、

工傷保険入院服務基準に符合するものに限

定して、工傷保険基金から支給される。リ

ハビリ費用も工傷保険基金から支給される

（第29条）。さらに、労働者は日常生活ま

たは就業の需要性から、義肢、矯正器具、

義眼、入れ歯、車椅子などを取り付ける場

合、その費用も国家規定の基準に基づいて

工傷保険基金から支払われる（第30条）。 

工傷医療期間中、雇用単位が以下の費用を

負担する。①賃金及び福利待遇は変化なく、

支払われる（第31条）。ただし、支払う期

間は通常12ヶ月を超えない、傷害が重大の
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場合或いは特殊な状況にある場合、労働能

力鑑定委員会の確認を得て、最長12ヶ月間

延期することができる。②入院している場

合、入院食事補助費が支払われる。その基

準は当該単位の出張食事手当の70％である

（第29条）。③自ら生活できない労働者に

対して、その看護責任を負う。④廃疾と鑑

定された場合の待遇は後述。 

 

四、労働能力鑑定 

１．労働能力鑑定の概要 

労働能力鑑定とは、労働能力障害の程度

と生活能力障害程度に対する等級鑑定であ

る。労働者が工傷を受けた場合、当該工傷

は後に労働能力に影響を与える可能性があ

る場合、労働能力鑑定を受ける必要がある

（第21条、22条）。 

労働能力障害は10等級に分けられる。そ

の内、一級はもっとも重く、十級はもっと

も軽い。生活能力傷害は三つの等級に分け

られ、それぞれ、自ら完全に生活できない、

自ら大部分の生活ができない、自ら一部生

活できないとなっている。 

労働能力鑑定の申請者は、雇用単位、工

傷した労働者またはその直系親族である。

労働能力鑑定を行う機関は、労働能力鑑定

委員会である。委員会のメンバーは、労働

保障行政部門、人事行政部門、衛生行政部

門、組合、保険機構代表及び雇用単位の代

表により構成される（第24条）。 

労働能力鑑定の手順として、労働能力鑑

定委員会が３－５名の関係医療専門家を選

任し、鑑定意見を提出させる。委員会は鑑

定意見に基づいて鑑定結論を出す。申請者

は鑑定結論に不服する場合、15日以内に上

部労働能力鑑定委員会に再度鑑定を申請で

きる。この上部労働能力鑑定委員会の結論

は最終的な結論になる。 

 

２．廃疾と鑑定された場合の待遇 

（１） 生活能力障害と鑑定された場合、工

傷保険基金より生活看護費が支給

される。支給基準は、自ら完全に生

活できないと鑑定された場合、当該

地方前年度従業員平均賃金の50％、

自ら大部分の生活ができない場合

は40％、自ら一部生活できない場合

は30％である。 

（２） 労働能力障害１級から４級と鑑定

された場合、雇用単位との労働関係

が保留し、職場から退出され6、以

下の待遇を受ける。 

① 工傷保険基金より一時廃疾補助金

が支給される。基準は、１級は本人

賃金7の24ヶ月分、２級は本人賃金

の22ヶ月分、３級は本人賃金の20

ヶ月分、４級は本人賃金の18ヶ月分、

となっている。 

② 工傷保険基金より毎月廃疾手当が

支給される。基準は、１級は本人賃

金の90％、２級は本人賃金の85％、

３級は本人賃金の80％、４級は本人

賃金の75％、となっている。 

                                                        
6 試行弁法第 22 条の“労働関係終了”という規定

から、“労働関係保留し、職場退出”と変更された。 
7 工傷前の 12 ヶ月月平均賃金（社会保険料納付基

準額）。本人賃金が当該地方の平均賃金の 300％を

超えている場合は、300％に基づいて計算し、60％

より低い場合は、60％に基づいて計算する。 
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③ 労働者が定年になった場合、廃疾手

当の支給は停止され、養老保険を受

ける。ただし、養老保険待遇は廃疾

手当より少ない場合、工傷保険基金

は差額を補填する。 

（３） 労働能力障害５級から６級と鑑定

された場合、以下の待遇をうける。 

① 工傷保険基金より一時廃疾補助金

が支給される。基準は、５級は本人

賃金の16ヶ月分、６級は本人賃金の

14ヶ月分、となっている。 

② 雇用単位との労働関係は保留され、

雇用単位は適切な職場を手配する。

手配できない場合、雇用単位により

毎月廃疾手当が支給される。基準は、

５級は本人賃金の70％、６級は本人

賃金の60％、となっている。 

③ 工傷した労働者が要求した場合、労

働関係の終了または解除ができる。

その場合、雇用単位は一括工傷医療

補助金と廃疾就業補助金を支払わ

なければならない。 

（４） 労働能力障害７級から10級と鑑定

された場合、以下の待遇をうける。 

① 工傷保険基金より一時廃疾補助金

が支給される。基準は、７級は本人

賃金の12ヶ月分、８級は本人賃金の

10ヶ月分、９級は本人賃金の８ヶ月

分、10級本人賃金の６ヶ月分、とな

っている。 

② 労働契約終了または労働者本人か

ら労働契約の解除を申し入れた場

合、雇用単位は一括工傷医療補助金

と廃疾就業補助金を支払わなけれ

ばならない。 

（５） 工傷再発し、治療が必要な場合は、

上記工傷待遇を再度受けることが

できる。 

 

五、労働者死亡 

１．死亡 

労働者が工傷により死亡した場合、工傷

保険基金からその直系親族に対して、以下

の金額が支払われる。 

（１） 葬式補助金、当該地方前年度労働者

平均月賃金の６ヶ月分。 

（２） 扶養親族補助金、死亡者により生前

主な生活資金を提供され、労働能力

のない親族に対して支給される。基

準は、配偶者は本人賃金の40％、そ

の他の親族は30％。単身の親または

孤児がいる場合は、上記基準の上に

さらに10％増額。 

（３） 工傷死亡一時補助金、当該地方前年

度労働者の月平均賃金の48ヶ月分

から60ヶ月分。 

 

２．行方不明 

業務上の原因で外出している時間中に事

故に遭い、または災害救助活動において行

方不明になった場合、事故発生当月から３

ヶ月以内に賃金が支払われ、第４ヶ月から

停止される。第４ヶ月から、工傷保険基金

より親族扶養金が支払われ、生活に困難が

ある場合、工傷死亡一時補助金の50％を前

払いすることができる。人民法院より死亡

宣告された場合、上記死亡の規定により処

理される。 
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六、その他 

１、工傷待遇に関して、労働者と雇用単

位との間紛争が生じた場合、労働紛争の関

連規定に基づいて処理する。つまり、労働

紛争仲裁委員会において、60日の申し立て

時効のもと処理されることになる（第52条）。 

２、工傷待遇に関して、雇用単位、労働

者またはその直系親族が労働行政管理部門、

保険機構の決定に対して不服する場合、行

政案件として、行政復議、行政訴訟の手続

きにより処理されることになる（第53条）。 

３、雇用単位が、工傷保険に加入しない

場合、未加入期間内に発生した工傷に関し

て、新条例に規定された保険待遇と基準に

基づいて、雇用単位が費用を負担する。 

４、新条例は2004年１月１日より施行さ

れるが、施行前に工傷に遭い、まだ工傷認

定を受けていない労働者に関し、新条例の

規定に基づいて執行する。 

 

 


